
定額電灯・公衆街路灯Ａにおける新たな電灯料金区分設定のご案内

電気料金
〈需要家料金〉

●昨今，照明市場におきましては，ＬＥＤ照明などの高効率かつ小容量の照明の開発が進みつつあり，社会的に
も導入の拡大が期待されております。

●このような情勢を踏まえ，当社は平成23年12月1日より定額電灯・公衆街路灯Ａの契約種別において，従
来の電灯料金区分「20ワットまでの1灯につき」を細分化し，「10ワットまでの1灯につき」の電灯料金区
分を新たに設定いたします。
●なお，新たに設定した電灯料金区分の適用をご希望されるお客さまは，お近くの東京電力までお申込み
いただきますようお願いいたします。

※従来と変更ありません。

※従来と変更ありません。

※「需要家料金」「電灯料金」「小型機器料金」は，消費税等相当額を含みます。

需要家料金は，1月につき次のとおりといたします。

定額電灯
52円50銭

公衆街路灯Ａ
47円25銭

〈 電灯料金〉
電灯料金は，各契約負荷設備ごとに１月につき次のとおりといたします。

細分化前
（平成23年11月30日以前）

細分化後
（平成23年12月1日以降）

公衆街路灯Ａ定額電灯
10ワットまでの１灯につき 75円33銭84円78銭
10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 108円66銭121円26銭
20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 175円31銭196円31銭
40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 243円03銭270円33銭
60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 376円35銭419円40銭
100ワットをこえる１灯につき100ワットまでごとに 376円35銭419円40銭

〈小型機器料金〉
小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量に応じ１月につき次のとおりといたします。

公衆街路灯Ａ定額電灯
50ボルトアンペアまでの１機器につき 176円54銭196円49銭
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの１機器につき 270円14銭305円84銭
100ボルトアンペアをこえる１機器につき100ボルトアンペアまでごとに 270円14銭305円84銭

20ワットまでの１灯につき

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき
40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 変更なし
60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき
100ワットをこえる１灯につき100ワットまでごとに

10ワットまでの１灯につき
10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき

電灯料金区分細分化のイメージ

細分化



〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈ご不明な点のお問い合わせ〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

●現在ご使用の照明設備の入力容量のご確認や仕様書の入手など，既設の契約における契約負荷設備の確認およびご
不明な点に関するお問い合わせにつきましては，業界団体，各照明設備メーカーや販売店へご連絡いただきます
ようお願いいたします。

●ご契約のお申込み，契約手続き等に関するお問い合わせにつきましては，お近くの当社カスタマーセンターまでご
連絡いただきますようお願いいたします。

　新たに設定した電灯料金区分「10ワットまでの１灯につき」の適用をご希望される場合は，所定の様式によ
りお申込みいただきますようお願いいたします。当社は，お申込み時にご提出いただいた書類を確認のう
え，電気需給契約を締結させていただきます。
　なお，制度変更日（平成23年12月１日）以降にお申込みいただいた場合は，制度変更日以前に設置された
照明設備であっても，当社が受け付けた日以降の適用開始となります。

●ご提出いただく書類

●お申込みから新電灯料金区分適用開始までの流れ

●お申込み方法

①電気使用申込書（もしくは，新電灯料金区分適用申込書）
②製品カタログ（照明設備の種類，容量などが分かる資料）

当社事業所窓口へ申込書等をご持参いただくか，郵送にてお申込みいただきますようお願いいたします。

お客さまによる照明設備のご確認，
カタログまたは仕様書の入手

平成23年12月１日以降
新電灯料金区分適用開始

申込書の作成，
当社へのお申込み

※事業所は，当社インターネットホームページの以下の箇所よりご確認いただけます。
　トップページ > サイトマップ > 電気料金・各種お手続き：個人のお客さま > 各種お手続き > 事業所検索
　 http://www.tepco.co.jp/town/custom/eigyo/token-j.html
※お客さまのご契約住所を管轄している事業所へお申込みいただきますようお願いいたします。

※カスタマーセンターへご連絡いただきますと，音声ガイダンスが流れます。
　「８」を選択していただきますと，オペレータにおつなぎいたします（音声ガイドの途中でも選択していただけます）。
※受付時間　月～金曜日の９～１７時（休・祝日を除く）

受け持ちエリア 電話番号
栃木県内栃木カスタマーセンター 0120-995-112

群馬県内群馬カスタマーセンター 0120-99-5222

茨城県内茨城カスタマーセンター 0120-995-332

埼玉県内埼玉カスタマーセンター 0120-995-442

千葉カスタマーセンター
（第一） 0120-99-5552

千葉カスタマーセンター
（第二）受け持ちエリア
を除く千葉県内

千葉カスタマーセンター
（第二） 0120-99-5556

船橋市，鎌ヶ谷市，市川市，
白井市，習志野市，
八千代市，浦安市，柏市，
我孫子市，松戸市，流山市，
野田市

東京カスタマーセンター
（第一） 0120-995-002

江東区，墨田区，江戸川区，
葛飾区，台東区，荒川区，
足立区，渋谷区，世田谷区，
品川区，目黒区，大田区，
港区（台場）

受け持ちエリア 電話番号

東京カスタマーセンター
（第二） 0120-995-006

山梨県内

千代田区，中央区，港区
（台場を除く），新宿区，
豊島区，文京区，板橋区，
北区，練馬区，杉並区，
中野区および島嶼地区

多摩カスタマーセンター 0120-995-662東京都の23区以外
および島嶼地区以外

神奈川カスタマーセンター
（第一） 0120-99-5772

川崎市全域，横浜市
（泉区・戸塚区・栄区全域・
港南区の一部を除く）

神奈川カスタマーセンター
（第二） 0120-99-5776

神奈川カスタマーセン
ター（第一）受け持ちエリ
アを除く神奈川県内

山梨カスタマーセンター 0120-995-882

静岡県内の富士川以東沼津カスタマーセンター 0120-995-902

東京電力（平成２３年１０月）C

定額電灯・公衆街路灯Ａのお申込み方法
ならびにお問い合わせ窓口のご案内

（※対象となる照明設備のお問い合わせは，チラシ「（社）日本照明器具工業会からのお知らせ」に記載された各メーカー窓口までお願いいたします。）

http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/menu01-1.pdf

